
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に向けた

経緯と制度的整理



平成26年11月13日 総合企画会議（第1回地域包括ケアシステム対策検討会）

平成26年１月11日 地域包括ケアに関する日本理学療法士協会役員講習会

平成26年２月23日 各県の理学療法士会地域包括ケアシステム担当者研修会

※各県アクションプランの提出依頼 5月末完成

平成26年８月９日 理学療法士協会、作業療法士協会、言語聴覚士協会合同介護予防研修会

平成26年10月18日 各県の理学療法士会地域包括ケアシステム担当者研修会

平成27年１月14日 平成27年度アクションプラン作成依頼

平成27年４月12日 理学療法士協会、作業療法士協会、言語聴覚士協会合同介護予防研修会

平成28年３月21日 理学療法士協会、作業療法士協会、言語聴覚士協会合同都道府県士会長会議

令和元年12月23日 厚生労働大臣へ要望

「事業の企画・調整、通いの場等への関与を行う医療専門職に理学療法士、作業療法士
、言語聴覚士が含まれていることの明記を」

加藤勝信厚生労働大臣

「今回の事業は何ともできない。法律（業法）上の規定により異なる。もし本気で参入
するならそのあたりから検討する必要がある。」

これまでの取り組み
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一般介護予防事業等で活動している全国の理学療法士の実績

○ 介護予防事業への理学療法士の参画は、2018年度調査では1,198 市区町村、2019年度調査では
1,318 市区町村で、120 市区町村増加している。

２０１９年度調査

1,318
２０１８年度調査

1,198

2第7回一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会 令和元年10月21日
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＜事例：地域の医師会・歯科医師会も巻き込んだ検討会議での検討（長野県佐久市）＞

長野県佐久市では、高齢者の健康課題を複合的に把握し、それに応じた支援を実施するため、月１回、保健師、
理学療法士、管理栄養士、歯科衛生士が高齢者を個別訪問する支援を行いました。多職種による訪問を実現するに
当たり、健康・介護・高齢福祉の３部門の課が連携し、医師会・歯科医師会も参画した検討会議を通じて地域全体
のフレイル対策を検討し、それぞれの専門に応じたアセスメント結果を複合的に把握し必要な支援につなぐ体制を
構築しました。

＜事例：他職種訪問による健康課題の把握と支援の実施（長野県佐久市）＞

長野県佐久市では、地域の健康状態不明者に対し、保健師が訪問し、高齢者の健康課題を把握するための全般的な
アセスメントを実施した後、それぞれの高齢者が抱える課題に応じて各種専門職（保健師・管理栄養士・理学療法
士・歯科衛生士）が訪問し、助言、指導を行っています。

＜事例：市民ヘルスミーティングの開催（千葉県船橋市）＞

千葉県船橋市では、地区コミュニティの集いの場に、地区分析結果を提供し、地区の良かった項目や改善が必要な
項目等の地域の特徴を市民と共有しています。保健師・管理栄養士に加え、歯科衛生士、理学療法士等も参加し、
高齢者からのフレイル予防に関する情報提供も行うほか、個別の相談も受けています。

令和元年９月 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進に向けたプログラム検討のための実務者検討班：

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進に向けたプログラム検討のための実務者検討班報告書 （抜粋）

本事業プログラム検討のための実務者検討班による事例提示
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○ 令和２年度以降「一体的実施」を推進するための特別調整交付金交付基準として考えられる案

（令和元年10月25日付厚生労働省保険局高齢者医療課事務連絡） 抜粋

第２ 対象事業

・ 市町村において、ＫＤＢシステムを活用し医療レセプト・健診（後期高齢者の質問票の回答を含む。
）・介護レセプトのデータ等の分析を行い、一体的実施の事業対象者の抽出、地域の健康課題の把握、

事業の企画・調整・分析・評価等を行う保健師等の医療専門職※１（当該業務の一部を他

の職員等と分担して実施しても差し支えない。）

・ 市町村内の各地域（日常生活圏域（介護保険法第 117 条第２項第１号の規定により当該市町村が定め
る区域をいう。以下、この基準において同じ。））において、通いの場等への積極的な関与や個別訪問

等の支援を行う医療専門職（保健師、管理栄養士、歯科衛生士等）※２

○ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に係る事業についてのＱ＆Ａ

（令和元年10月29日付厚生労働省保険局高齢者医療課事務連絡） 抜粋

【医療専門職の配置⑤】

（答）

② 特別調整交付金の対象となる医療専門職について、基本的には、企画・調整等を担当する医療専
門職※１は「保健師」、地域を担当する医療専門職※２は「保健師、管理
栄養士、歯科衛生士」を考えている。

保険局からの事務連絡・Ｑ＆Ａ その１

6

（問９）
② 企画・調整等を担当する医療専門職は「保健師等」、地域を担当する医療専門職は「保健師、管理栄養士、歯科衛
生士等」とあるが、この他にどのような医療専門職を想定しているのかご教示いただきたい。



○ 保健事業と介護予防の一体的な実施に関する意見書の回答について

（令和元年11月25日付厚生労働省保険局高齢者医療課事務連絡） 抜粋

（答）

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施は、後期高齢者医療広域連合の保険料等を財源とする保健事業と介護保険
に地域支援事業を組み合わせて効果的に実施するものである。リハ職の通いの場等における関与もフレイル対策の面から
、有意義な事業であり、市町村において効果的な取組を進めていただきたい。ただし、その派遣等に必要な費用について
は、介護保険の一般介護予防事業（地域リハビリテーション活動支援事業等）の対象となっており、地域支援事業交付金
による助成を活用していただきたい。

なお、医療専門職による支援に当たっては、健診結果等を活用した保健指導、かかりつけ医と連携した疾病管理や重症
化予防、運動、栄養、口腔等のフレイル予防などの健康教育、健康相談、適切な受診勧奨等、総合的な取組を検討してい
ただきたい。

また、医師、歯科医師、看護師及び薬剤師については、地域を担当する医療専門職として糖尿病性腎症重症化予防等の
保健事業に従事している場合には、特別調整交付金の対象とする方向で検討したい。

保険局からの事務連絡・Ｑ＆Ａ その２
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（問）
特別調整交付金の対象となる地域を担当する医療専門職については、職種を限定されているが、ガイドラインにはフ

レイルの予防方法として、「運動」の記載があるため、理学療法士や作業療法士等の医療専門職についても交付対象と
すべきである。また、国民健康保険制度保健事業との適切な接続を行うため、糖尿病性腎症重症化予防等の保健事業に
従事している看護師等の医療専門職についても特別調整交付金の対象としていただきたい。



Ⅱ．健康寿命延伸のための取組

【主要事項】

３． 介護予防・フレイル対策、認知症予防

（２）高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施【2024 年度までに全市区町村で展開】

高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性（フレイル等）を踏まえ、保健事業と介護予防を効果的か
つ効率的で、高齢者一人ひとりの状況に応じたきめ細かなものとするため、市町村における、高齢者の
保健事業と介護予防の一体的な実施を推進する。
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健康寿命延伸プラン工程表

厚生労働省 第2回2040年を展望した社会保障・働き方改革本部 令和元年5月29日



（ 参 考 ）
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理学療法士及び作業療法士法

第二条 この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動
を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。

２ この法律で「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため
、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。

３ この法律で「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうこと
を業とする者をいう。

４ この法律で「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうこと
を業とする者をいう。

言語聴覚士法

第二条 この法律で「言語聴覚士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害の
ある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とす
る者をいう。

保助看法

第二条 この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者を
いう。

栄養士法

第一条 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。

○２ この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導
、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して
継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの
施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。

歯科衛生士法

第二条 この法律において「歯科衛生士」とは、 ～（略）～

３ 歯科衛生士は、前二項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。

医療専門職の業務範囲・職能について
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○ 健康増進法

（平成十四年法律第百三号） 抜粋

第十七条 市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護
師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改善
に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導その他の保健指導を行わせ、並び
にこれらに付随する業務を行わせるものとする。

○ 健康増進法第17条第1項及び第19条の2に基づく健康増進事業について

（平成20年3月31日付健発第0331026号） 抜粋

第2 健康増進法第17条第1項に基づく健康増進事業

1 種類

健康増進法第17条第1項に基づく健康増進事業は、次のとおりとする。

(1) 健康手帳の交付 (2) 健康教育 (3) 健康相談 (4) 機能訓練 (5) 訪問指導

5 機能訓練

(6) 実施方法

① 訓練実施者

医師及び医師の指導のもとに理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保健師、看護師等が実施する

6 訪問指導

(3) 訪問担当者

訪問担当者は保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士等とする。
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健康増進事業に係る法律・局長通知


